産業廃棄物収集運搬企業の「企業診断書」の作成
埼玉県、栃木県等で業務を行う産業廃棄物収集運搬企業で産業廃棄物収集運搬業許可証の更新、新規取得の時に必要な「企業診断書」の作成を行っています。

産業廃棄物収集運搬企業で許可証の更新又は新規取得の時に、行政官庁に提出する企業の決算報告書が債務超過に落ちっている場合に、「企業診断書」の添付が必要になります。
企業がこの「企業診断書」の作成を診断協会群馬県支部に申し込まれた場合、２名の診断士が申し込み企業に伺い、直近の決算書３期分と会社案内等の資料を借り受けて、その際に代表者にインタビューをして、訪問後約１週間で過去の経営分析と今後５年間の経営改善計画を「企業診断書」として作成します。
